
 

 

 

令和５年９月１日 

東日本高速道路株式会社 北海道支社 

 

ＮＥＸＣＯ東日本 北海道支社における 

契約事務窓口の集約化について 
 

 ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社（札幌市厚別区）では、令和５年１０月１日から、当支社管内の管理

事務所及び工事事務所が調達する契約制限価格（税込み）が２５０万円以上の契約事務の窓口

を、契約事務に関する専業部署である当支社技術部（調達契約課）に集約いたします。 

 なお、契約事務の集約化については、ＮＥＸＣＯ東日本の契約事務の更なる効率化・迅速化を目

的に、先行する東北支社での試行結果を踏まえ、ＮＥＸＣＯ東日本において、全社的に取り組む施

策として方針決定されたものです。 

 この度、北海道支社において集約化に向けた準備が整ったことから、先行して実施している東北

支社に準ずる形で実施するものです。 

 

 ≪令和５年１０月１日以降に入札公告を行うもの≫ 

契約責任者 所掌範囲 及び 工種・業種 契約担当部署（窓口） 

支社長 【支社及び事務所が所掌する範囲】 

契約制限価格（税込み）が２５０万円以上の工事、

調査、設計、役務、物品等の購買 等 

支社技術部 

（調達契約課） 

※北海道支社における契約事務の集約化に伴う契約責任者の変更（事務所長⇒支社長） 

 

  

 本件における詳細につきましては、別紙をご確認いただく他、当社ホームページをご確認ください。 

 ＮＥＸＣＯ東日本ホームページ ： https://www.e-nexco.co.jp/bids/stipulation/ 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

 【報道関係者専用】  ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社広報課 Ｔｅｌ． ０１１－８９６－５２３８ 

本資料は、道政記者クラブ、北海道経済記者クラブ、北海道建設記者会にお配りしています。 



北海道支社における契約事務の集約化
ＮＥＸＣＯ東日本 北海道支社（札幌市厚別区）では、令和５年１０月１日から、当支社管内の管理事務所及び工事事務所
（以下「各事務所」という。）が調達する契約制限価格（税込み）が２５０万円以上の工事、調査等及び物品等の購買等における
契約責任者の変更（事務所長⇒支社長）により、契約事務の窓口を当支社技術部（調達契約課）に集約いたします。
なお、契約締結後の監督体制は変更することなく従前どおりです。
北海道支社における契約事務の集約化に伴う契約責任者の変更と契約事務窓口の支社集約

契約責任者 所掌範囲 及び 工種・業種 契約担当部署（窓口）

支社長 【支社が所掌する範囲】
契約制限価格（税込み）が２５０万円以上の工事、調査、設計、役務、物品等の購買等

支社技術部（調達契約課）

事務所長 【事務所が所掌する範囲】
契約制限価格（税込み）が２５０万円以上の工事、調査、設計、役務、物品等の購買等

事務所（総務又は庶務課）

《現行》

《令和５年１０月１日以降に入札公告を行うもの》
契約責任者 所掌範囲 及び 工種・業種 契約担当部署（窓口）

支社長 【支社及び事務所が所掌する範囲（※）】
契約制限価格（税込み）が２５０万円以上の工事、調査、設計、役務、物品等の購買等

支社技術部（調達契約課）

なお、令和５年９月３０日以前に各事務所が入札公告を行った案件及び各事務所長名で既に契約締結済の案件については契約責
任者は変更せず、当該事務所が契約事務の窓口を継続いたします。
また、北海道支社における契約手続については、ＮＥＸＣＯ東日本コーポレートサイトの「契約規程、基準、要領等」に「北海道支社契
約事務集約化に関する特別要領」を掲載しておりますので、ご確認をお願いいたします。（https://www.e-nexco.co.jp/bids/stipulation/）

※事務所が所掌する範囲のうち、「施工管理業務」及び「物品等の購買等にかかる単価契約」を除く（従前どおり各事務所長が契約責任者となります）

東北支社は令和４年１０月１日に契約事務の集約化を実施しました。集約化を実施していない関東支社・新潟支社についても、
早期の集約化実施に向けて準備を行っております。準備が整い次第、実施時期について改めて皆さまにお知らせさせていただきます。

https://www.e-nexco.co.jp/bids/stipulation/

